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図 6,社割麗圏脚匝入に占める厳 a劇舘 湘参 国 D 〈表6)リ ース靱 U口,契約の状況

■設問 :平成24年 9月 26日靭駐、

…

やリース契的により保読してtヽる土地 (Ю・着晰・3脇で、回

定資産台媚に掲載されてιttいもの力%りますか。ある場合tそ蜘 についてお答えくださしヽ

※土地の醐 ま消費税非課税であるため集計からは除いている。

■口答状況 0:該当あり、X:該当なし、一 :未回勧

5 その他の留意点等 (固定資産台帳から得たデータ、追加入手したデータ)

(1)リ ース契約や賃貸契紺、建物呻 や、∞ 万円以下の少額な資どについては、会計

上「固定資産」ではなく、経常的な「費用Jと して処理する場合がある。リーズ及び再リー

ス契約、賃貸契約の契約総額の資産の総取得価額に対する割合は、特に一般診療所及び薬局

において非常に高くなつている (表 6)。 他方、修繕費や少額資産の「費用」処理について

は、資産の総取得価額の概ね 1%未満となつている (表 7、 表 3)。 ただし、リース契約及び

賃貸契約の総額については羽喰24年 9月 26日現在で有効な契約に係るもののみについての

データであり、修経費及び少額資産については、過去3年分のみのデータであることに留意

が必要である。

' 総取得価割
=占

めるリース契約及び再リース契約の平均割合は、病院及び歯君診練所力拗 596、 一般診療所が
約1896、 集局力喘 1591.賃 貸僣潔約p悧台は、病院が約296、 ―m診療所ヵ拗 18"、 歯科診療所力拗 1%、 薬
島力喘 2∞%口 弓1よ 賃貸僣楔的産期間の■資料を一括して計上しているものをう0ている)。

8 認取調価制
=占

める町V月J処理したケースの
-0平

均割合は、病院が03%.―翻鬱■0"く 01941.

…

07%、 輸  (1.3%.         …                    ´

'中 に占める「劃唱J処理したケースの実的金額の平町針割よ 病院が0196、 =餞診脚所が14%、

歯科鬱療霜が06愧、剰巳がQ`%。
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帳 D費用処理 睫噺・付醐 鍬換Dの機児                     ′

■骰闘 :平成21年 4月 ～平成4年 3月までの期間こ行った建物及び付醐 庸九産に係る修綱のうち、減価

慣却せず 幅醸麟睦台帳に掲載せつ 、経費処理したものがありますか。ある場合、その制 につ

いてお答えくださしヽ

日回答状況 10f該当あり、X:該当なし、一:納

鴎
機兌
・

む こズ
「

―――
全眩 0い の

取得(う鶴(D 給
出

的 の契約金鶴 1 4数

(表 0費用処理 (少置魔勘 の状況     |
ヨ設問 :建物艤縄の設間で回答いただしtものを除き、平成21年 4月 ～平成24年 3月 までの期間に、本来

甲定資産として計上すべきもののうも、税法の優遇措置その他の理由のため、曲 こ費用処理し、

固定鷲産台棚こ記載していない資産がありますか。ある場合、その詳細についてお答えくださしヽ

日回答糊  (0:該当あり、X:該当なし、一 :未回答)



(2)国や地方自治体等からの補助金の状況について調査したところ、1甫助金を受けた施設は

病院に多く、当該施設における資産の総取得価錮 こ占める補助額の割合は 5%未満のものが

多い。回答のあうた全ての施設の資産の総取得価額との関係では、病院が 34%であるほか

は、いずれも 1%未満である。

俵 9)補助金の状況

■設間 :平成14年 4月～平成24年 3月までの期間に、補助金を利用して取得した資産がありますか。ある

場合、その辞細についてお答えくださし、

日回答状況 (0:骸当あり、X:該当なし、一:未回勘

(3)現物寄付を受ける形で取得した資産について調査したところ、該当する施設は病院に 3

施設があるのみであり、総取得価額に占める該当資産額の割合も病院が01%と なっている

のみである。

(表 10)現物疇釉の状況

目設閾 :平成14年 4月～平成 24年 3月までの期間に、固定資産の現物寄付を受けたことがあります力ヽ あ

る場合、その詳細についてお答えください。

日回答状況 (0:該当あり.X:該当なし、一 :未回騰,   「

・５

　

２ ‐

・４

　

２ ０



(4)同 じ種別の資産であっても、施設間て、取得時の購因礫  〈単価)の水摯こ差異がある。

過去19年間に新築した「建物Jについで調査したところ、その用途は病棟、職員宿舎等様々
であるが、平米単価は約12万円から約36万円まで幅がある。

(表 11)建察単価の状況 饉去 10鋼鶴1噺築した建物力喘るかどうか)

●設問 :平成14年 4月～平成24年 3月まで― lこ.新築した建物資産がありますか。ある場合、その詳

細■つしてお答え〈ださしヽ

当資産の詳翻

資産名称 取1=年月
取博僣額
(Rl

工軍契約金韻
(円)

lAl

当該建■0黎l用 目的螂嚇闘０

『
単価

(円 )

(埒 ■(Bl

腱康管駐 ンター 2輌準3月 10414264 10414264 検
=

未回答
CU  (〉 CXJ 2α

"鶉
月 11050250 11:"6250 病棟 未回答

職員更衣室 2000網月 23Ю 8叩83 23即 9,7Be 更衣室 未回薔

診療局 2α 網ヽ 月 6710186 6719J B` 事務星 未回答
附風練盤幅 2喘網月 ヽ

“

377,48
'∞ "7■

43 餞毛1隕睦 、託り鵬 7● ,50502

曖勒 ア隅環 2い 243月 55711“ 90 557J10190 腐棟 320p16

PET棟 2α■網月 488“ 2104 488352404卜 しセンター 130' 364′799

性宅 2961“月 7帥24鰤 70■ 240χ 鶴 未回答
優紡 ア病棟 297`田月 32015叩 70 326.15",C 病棟 l κκЮ 3243α

南18 2鰤お 41朗 46ψ60 4170285KXκ 病院 13β57 327,∝

RA3舎 '20曲月 194■44160 194644160 宿舎 124600

物 2α節蠣月 21296273 21′ 96′731診 療所 262463

建物診臓所部分 21111年5月 01271β 83 61271603 診療所 333′ 70

2t10鋼 月 2"23月∝ 21β 15α∝ ia療所 1“ 節 035

店鶴 20∝鋼 0月 20β 15197 26月 15197 苫舗 175405

新築(移D 2曲お l l∞46515C i05465150 未回答 347 鰯 847
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1 晴額投資」の範囲について

(1)1件の取得価顧 〈絶対詢 で線引きする考え方について

① 『高額投資」の「高働 のイメージについては、例えば 5億円吸 の資産だとぃぅょぅ

な形で、1件の取得価額 (絶対額)で線引きする考え方があるのではないか。

② F絶対額口で線引きする考え方に関しては、単I「取得価損だけではなく、対象となる資

産について、

・資産種別 (固定資産台帳上の「建物」「器械備品」などの区/11で眼定する考え方や、
,資産の機能、内容 (特定の医療機器なの で限定する考え方や、
・資産の耐用年数で限定する考え方

などがありうるのではないか。

③ 建物や医療機器等について、標準的な価額を設定し、それを何らかあ対応をする上での

上限とする考え方があるのではなL喘 。ヽ

④ 絶対額で線引きする考え方に対しては、一般診療所や歯科診療所におしヽては数百万、数

十万レベルの資産も「高額コとの受け止めになるのではないか。

(2)資産取得総瀬い雛会保険診療 (調剤)収入に占める書1合 (相対率)で線引きする考え方に

ついて

① (一般診療所や歯科診療所においては数百万、数十万レベルの資産も「高詢 との受け止
めになるのではなぃか、との認印から、)ある年度の資産取得総額力牡会保験診療 爾剤)

収Nこ対する割合が二定水準を超える場合に措置の対象とする、というょうな、「IE対率」
で線引きする考え方があるのではないか,

② (①の考え方に関して、)病院、診療所といつた施設の類型によちて費用構造力汰きく異な
るため、施設類型ごとに異なる率で線引きする、という考え方がありうるのではないか。

③ 相対率で線引きする考え方については、帰稲町 という言葉の理解の仕方として、一般国
民の感覚に合致するのかどうか。

2 固定資産台帳上把握不可能な「投資的」経章について

今回の予備的調査は、基本的に轍 関等から提供を受けた固定資産台帳上のデータに基

づいて行つたものであるが、例えば

・医療機器尊をリースや賃貸で保有している場合のリース料、賃料

・建物の修経費

・７

　

２ ３



・額が小さい投資

についてfよ 必ずしも固定資産台帳に計上されi 「費用処理uされるケースがあるが、こう

したケースを「高額投資に関する罰 の対象とするかどうかは検討がば なのではないか。

※ 上記の投資||な経費が、固定資産台帳に計上されている資産の取得価額総額との関係

で、どの程度の規模となつている力ヽこついて把握するために、別途の調査を行つたとこ

ろである (調査の結果についでは、上記Iの 5 (1)を参照)。

3 補助金や現物寄付により取得した資産について

補助金を受けて購入した資産や、コ物寄付により取得した資産については、該当部州こつ

いては医療機関等に消費税負担力焼生しなしヽまず。                一

※ 補助金や現郷 1に瑠罰力ヽ 資産の取得価額齢額との関係で、どの程度の規模となって

いる力ヽこついて把握するために、別途の調査を行つたところである (調査の結果につい

ては、」3m Iの 5 (2)及び (3)を参照)。

4調査専門チ¬ムで認識された論点 (困廉機関等における消費税負担に関する分科会又|ま社会保 :

障審議会医療保険部会での検討力憎定されるもの)                   i
(¬ )高額投資の対象範囲を特定するための線引きを、1件の取得価額の綱 額で行うか、年間資 :

産取得総額の社会保険診療 (調剤)収入に対する割合で行うか:             i
(2)高額投資の対象範囲を、資産の種別や機能等に着目して特定すべきかどうか。      |
(3)高額投資の対象範囲を、資産の種別や機能等に着目して特定するとした場合、その価額に関 :

し■ 標準的な価格を何らかの形で設定し、それを上限として対応するかどうか。     1
(4)施設類期 1(病院、一般診療所、歯科診療所、薬局)で区分して対像範囲を設定するがどう|

か 。                                                                       :

(5)固定資産台帳に計上されず費用処理されているリース契約、賃貸契約、修繕及び少額資産を :

か。

18
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「高類投資」の対象範囲について1鋳々な考え方があり得るところであるが、今後行う本調

査においては、今後の医療機関等における消費税負担に関する分科会等における「高額投資」

の範囲につしヽての議論のベースとなるデータを、できる限り幅広く把握することが本来的には

求められている。他方、調査項目が多くなり過ぎると、調査票への回答率力ヽ工下し、十分な回

答数を得ることができなくなる恐れがある。

以上のような制約力くあることを踏まえ、調査専門チームとしては、以下の手法により本調査

を実施すべきではないかとの結論に至った。

1 調査データ入手方法

医療機関等に対して、C喧近の事業年 (度)に係る固定資産台帳のデニタ、②調査票に対す

る回答、の提出を依頼する。

固定資産有帳のデータから得られる情報は本調査の受託業者が整理・集計することとし、本
調査において必要なデータ1まできる限り固定資産台帳のデータから入手する。蜘 等に対
し画答の記入に係る作業負担を求める調査票で取得する情報|よ 固定資産台帳のデータがらは

得られないもののみ1兼り込む。          
′           .

2 調査項目

(1)固定資産台帳で取得する情報

・９

　

２ ５

階級区分lllの資産の取

得価額価 去 5年の年度

別)

「高額投資」の対象範囲について、単純に資産

の総取得価額によつて「区分」することの是非

が議論される可能性があるため。

資産の総取髄   (過去

5年の年度別)

脚 資」の対象範囲について、社会保険診

療 (調剤)収入に対する資産の総取得価額の割

合によつて「区分Jすることの是非が議論され

る可能性があるため。

資産種男1(※)ごとの資

産の取得価額 (過去 5

年の年度別)

※ ru・ 印犠物 「鋤麟励

rソフトゥェァ」等

「高額投資」の対象範囲について、固定資産台

帳に記載されている資産種別に着目して「区分」

することの是非が議論される可能性があるた

め。          
｀

耐用年数ごとの資産の

取得価額 (過去5年の年

度揚1)

「高額投資」の対象範囲について、固定資産台

帳に記載されている耐用年数に着日して「区分」

することの是非が議論される可能性があるた

れ



検 融 鎌 (翻)収

額

(直近の3事業鋼③

・蹴 資」を特定するための線引きが、社会

保険診療 (調剤)収入に対する資産の総取得価

額の割合とされる可能性があるため。 `

・保険診療 (調印)収入割合を算出するため。

“

酬 ロ オ 魯 韻
・

輛

(植1丘

`)3導
暉準1■支)

保険診療 (調剤)収入割合を算出するため。

(2)調査票で取得する情報

① 基本データ (「開設者」の種別、「開設者変更の状況J、「病床の状況」等のほか以下の項目)

3 調査対象及び増林数

(1)1蘭義母象

社会保険による診療・調斉1を行つている全国の病院、一般診療所、

局を対象とする。

(2)客体数

病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬昴それぞれ約 1,OIXl敵離 、合計約4000施
設程度に依頼する。

4 調査方法

(1)固定資産については、直近に終了した事業年 (度)の固定資産台帳について原則平クセル

形式での提出を求ゅ、過去 5年のぅちに取得した固定資産を抽出する。

(2)その他の調査内容については、調査票による調査とする。

5 集計

デニタの集計についてlム 「高額投資」の範囲についての様々な考え有に応じて、対象とな
る投資の件数

^=ス

や金額ベースでの比率を把握することが可青日こなるようにヽ 以下のとおり

酬 渤 断 及び保険薬

の集計を行う。
(1)取得価額による階級吟 ら1に把握       ｀

(を)||つ 該当する金額の比率力t71ヽ さいため本調査では対象としない項目

① 単細こ取得価額のみに着目した集計 (表1(2買)・ 表2(3動 のイメージ)

② 建物t構築物1器欄構品視 資産の曲 1の集計 (表 3¢頁)・ 表4(5買)のイメージ)

③ 耐用年激別の集計

④ 医療機器・調剤用器 ・国際情報システムの分類別の集計
(2)施設単位での年度ごとの資産の総取得価額の社会保険診療 (調剤)収入劉こ対する比率を、
増級区分別に把握

(3)リース契約 1賃貸動 の状況 (表 6 ol頁)のイメージ)

(4)費用処理されている建物等の修繕の状況 (表 702頁 )のイメージ)

(5)補助金の状況 (表 9(14頁)のイメージ)

(6)建築単価の状況 (表 11(16頁 )のイメージ)

6 スケジュール

(1)調査開始時期 :平成25年 1月 中旬目途               :    :
【理由】厚生労働省と受託業者との契約に係る諸手続き (外部審査含む)に、.最短でも本年 12

月中旬頃
す
でかかる。また、年末を控手

た時期の調査票等の発送は、受け取る国麟 関

等側の負担とな
ぅ
ほか、年末・年始をまたぐことで回答率力,低下するおそれがある。

(2)受話業者から厚生労働省に対する報告時期 :平成25年 3月末目途

【理由】平成25年 1月中旬までに調査票等を発送、医藤機関等|,おける回答作成作業等に3週

間程度、医療機関等からの回答等の提出を受けて受話業者が行う整理・集計作業に2か

月弱程度を想定。                      .    ・
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医療機器等の分類ごと

の資産の取得価額帳

5年の年療別)

「高額投資」の基準を設ける際に、医療機器等

の分類に着日して「区分」される可能性がある

ため。

新築した建物の平米革

価専 (過去o年の年度

月ゆ

建設費について、標準的な価格を設定し、対応

の上限とする考え方があるのではないかとの意

見があつたため。

リース契約・■貸契陶こ

より保有する費産のリ

=ス料・コ朧躙 饉

去5年の年度別)

固定資産台帳上把握不可能な 1破資的」経翔こ

ついて、鞭 に関する措置」の対象とする

かどうか検討が必要なのではなし勁 とヽの意見が

あったため。

鳳定資産台帳にEl■ さ

れていない融物・付属設

¨ 攀 雌

3年の年度別)

固定資産台機上把握不可能な「投資的」経費に

ついて、印臨団贅饉に関する措置」の対象とする

かどうか検討が必要なのではないかとめ意見が

あったため。

補助金を利用して取得

した資産の取得価額・構
助額 (過去 5年の年度

別 )   

‐

消費税の実際の負担額を明確にする観点から、

補助金を利用して取得した資産についての対応

に関する議論力くあつたためら く

固定資産台帳に計上され

ていない少額資産の取得

{面

会計上「費用処理コされている少額資産にっいての対応に関する

議断いてあつた:

現物寄付を受ける形で取

得した資産の取郷面額

消費税の実際の負担額を明確にする観点から、現物寄付を受ける

形で取得した資産についての対応に関する議論があつた。



診調組 税-2-2
24 10 31

医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況把握に関する

調査専門チームメンパー名簿

◎石井 孝宜  石井公認会計士事務所

伊藤 数馬  虎の門病院事務部長   .

伊藤 伸=  日本医療法人協会副会長

加藤 進治  パナソニック健保組合常務理事 i

:  近藤 正明  アニツ税理士法人

中村 勝文  日本歯科医師会税務委員会委員長

西田 大介  西日1公認会計士事務所

三上 裕司  日本医師会常任理事

(◎ :チーム座長)

1

29

医療機関等の設備投資に関する調査

調査票(案 )

(提出期限:平成25年O月 0日 )

②
２８

施設名

記入者氏名 |口=:

連絡先

電話番書
頭外蜀薔 二        -       0線      )

FAX番号

e―m劇 | 0



第1基本デ→

立

人

口

個

2公立  3公 的   4社会保険関係 5医療法人 6社会医療法人

ご会社法人 0私立学校法人 10社会福祉法人 ¬ その他の法人

※ 1日立 :独立行政法人、目立大学法人.

2公立 :都道府県立、市町村立、地方独立行政法人.:

3/4●的 :日赤、済生会.北海道社会事栞協会、厚生連、国民健康保険団体遭含会。

4社会保険関係  翼雷題管電]鍵駐亀泥禽奪雷賓樹需簿漱鍵結干
団、船■保険全、健康保険組合及びその連合会、

6医療法人 :匡懐法第38条の規定にもとづく医療法人。ただし社会医魔法人は除く。        1
6社会匿農漱人  :医療法第42粂の2の規定にもとづくE晨法人.

8会社法人 :会社法第諫第1■の規定にもとづく会社(株式会社、合名会社、合資会社又は含同会社)。

9凧立学校法人  :私立学校法第3条の規定にもとづ鰊 立学校法人

10社会福祉法人  :社会福祉漱第22彙 の規定にもとづく社会福祉議人

※届出痢床藪は、保険
=療

機30として地方厚生局長●に目け出ている病床数を記載してください。

6経理方式 (演当すo番号を記載してくださιヽ )        ●      :   ∵  ■■ |

1税込  2税 抜   ※次買以降で回答いただく金額守は、選択した経理方式に従つてBa載してください。

第2設備投資の状況

;(注 2)

口 なし (なしの場合、□を目1こ変えてく浩ざい)

購入

リース契約

その他

※

※

　

※

※

　

※

2

30

取得価額については、第1基本データのちで選択した経理方式に従つて記載してください。
機器分類について、別添のf医療機器分類表J、

「翻剤用機器分類表」及び「医療情報システム用機器分類
表」から選択し、該当する●―ド番号を記載してください。

取得方法について(以下の選択肢から選択し、該当する番号を記載してください。

3

31

:́"晴
=夏

の状

'■

は■がない場合は■職する必要はあ嚇

`ん
:,■■ltlll FIII I11111■

'II`|
.工 静

=曼
″

`日
～ ェ ゛ ゥスキ o日 士 ,ハ 朋 1-田 霞 ●LA赤 冒 ム!セ_● ‐ △ ユ ハ 左 コ   l市 静 1 ~~~_:~~~葛平成18年 4月 ～平成248月 までの間に、開設者の変更があつた場合、その■F   I干

“

:   年:   月

・従前の開設者

1 日立  2公 立  3公 的   4社 会保険関係 6医 療法人  o社 会医療法人

7詈人 a会 社法人 0私 立学校法人 10社 会福祉法人 11 その他の法人

※許可綱床敗は、口薇法の規定に書づき使用許可を受けている病床数を記れ てください。



る場合、その詳細について以下の表にご記載ください。

口 なし(なしの場合、口を■に変えてください)

口 なし (なしの場合、日を目に変えてください)

※2固定資産台帳上の情報を記載してください。整理番号について、台帳上記載がない場合は「―Jを記載してください

※3取得価顔、工事契約金額については、第1基本データの5て選択した経理方式に従つて記載してください。
※4利用目的については、以下の分類から選択し、該当する番号を記載してください。

※:

No 資産番号 資産名称
取得価額

【R)
うW額 補助金制度の名称

取得年
(青ヽ

例 21021 レセプトコンピューター 1.500.000 476.191
:施 設専設備設
:助 成事業

2009

1

2

1

必要に応じ行を追加してください。

F「
難 台帳上の情報を記載

で
ください。整理番号Iわいて、台Ⅲ 記載がな

|ヽ
培
響

ゴ」 胡 ■してくださ

取得価額、補助額については、第1基本デ‐ の5て選択した経理方式l_aつて記載してください。
(税抜き,補助額が不明の場合、受領した額|コ

“

分の100を槃して四捨五人した額を記載してください。う

1融
2検査・診療棟
3その他

※

※

　

　

※

4

32
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喜弩ξ饗雪響評響
鐵樫暉囲劇豊辺登」艶墨につぃては、その分翻

:つ
いて

蓄当する

口 なし(なしの場合、口を目に変えてくださぃ)

口 なし (なしの場合、口を日に変えてください)

6

34

、経費処理したものがあう要チが高 ぞあ評縮蘭 Fぞ,子あ穣i■

に変えt以下の表にご記載ください)

菫蓑援辱識 滉皇奎積した二底方溜こ従つて記義してくだよ、
※l 必要に応じ行を追加してください。

な
モ穂 :鸞

輔鷹場隼踏選ザ搬 辮鑽 糖肉 幅 し
鶏
菫辮 蘇 馨 撫 亀甲誡駿 畿 豫島踏躙 師 麟 鶴

瞥
磁 羞 難 鍮 暉 諄 器 醇 謂 欄鷹:書[」需1

7

35



○医療機器分類表
(別添)

※以下の分類は、「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、
管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守
管理医療機器(告示)の施行についてJ(平 成16年 7月 20日 付け薬食発第0フ0022号厚生労働省医薬食品局長通
知)における中分類である:

(別添)

コード 分類名

: 診断用X寵 置

2 歯科用X線 4 置

3 医用XttCT装置

4 診断用核医学装置及び関連装置

5 罫波画像診断装置
確 ● ■ 1日面 1風診断装置

7 診断用X線画像処理装置

8 主要構成ユニット

9 その他の画像診断用装置システム

10 診断用X線関連装置

撮影用具
X線撮影用品

防護用品

κ線防護用具

塵装置及び用具

生体物理現象検査用機器

生体電気現無検査麟
生体現象監視用機器

E体検査用機器

医用内視鏡

その他の主体現象計測・監視システム

臨床化学検電機器
b^腟 月検体横査装置

血液検査機

い査凩核医学装置

医用検体前処職 置

血清検査装置

尿検査装置
注射器具及び穿劇器具

チユープ及びカテーテル

その他の施設用機器

採血 輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器

血液体外循環機器

その他の処置用機器

結さつ(紫 )・ 縫合用器機器具

外科・整形外利用手術材料

医薬品噴霧.吸入用器具

医療用吸引器

医科用洗浄器

40 診療施設用機械装置

生体内移植器具

42 器 具

生体機能制御装置

腹膜灌流用機器及び関畔 具

その他の生体機能補助・代行機器

コード 分類名

放射性同位元素治療装置及び治療用密封線源

4フ 治療用粒子加速装置

f線治療用関連装置

理学療法用器機器具

レーザ治療器及び手術用機器

手術用電気機器及び関連装置
ハイバーサーミア装置

結石破砕装置

その他の治療用又は手術用機器

歯科診療室用機器

その他の歯科材料

:科用― ント及び聞運器具

嬌正用器材及び関連器具

歯科技工用機器

歯科用金属

日風材料

義歯床材料

歯科合着、充集及び仮封材料

歯科用印象材料及び複模型用印象材

歯r■Hワックス及びヮックス威型品

歯科用棋型材及び歯科用埋没材

歯科用研削材及び研層材

切断、絞断及び切閉署具

文暑3

鋭ひ及び鈍ひ

釣、開創器、開孔器

起子、剥離子及びてこ

観 器具

視力補正用眼鏡

特殊眼雛

視力補正用眼鏡レンズ

コンタクトレンズ

検眼用品

その他の眼科用品及び関連製品

衛生材料

衛生用品

その他の衛生材料、衛生用品及び関連製品

家庭用マッサージ・治察浴用機器及び装置

家庭用電気・光線治療器

家庭用磁気・熱療法治療器

家庭用吸入器

家庭用医療用物質生成器

家庭用衛生用品

その他の家庭用医療機器

O調剤用機器分類表

※本調査票における「調斉I用機器」とは、調済J業務に必要な機器を想定しています。

分類名

調剤システム

薔管理システム

全自動PTPシート払出装置

分包機

:袋印Bll機

102 調剤用機器

分類名

レセプト作成用コンピュータ

電子カルテシステム

オーダリングシステム

医用画像データベースシステム

遠隔画像診断用装置

その他の医療情報システム用機器

O医療情報システム用機器分類表

薇 鷺

8

36

⑨

３
・



【参考】リースについて

◎リースの種類・特徴

(1)
/

/

(2)
/
/

フアイナンス・リース
賃借人はリース会社が購入に要した資金の
ほぼ拿額をリース料として支払う 。
リース期間の中途で契約を解除できない。

オペレーティング・リース
ファイナンス・リース以外のリース

賃貸借取引のマ部

【参考】ファイナンス・リースと賃貸借(オペレーティング・リニス含む)

契約期間

解約

■借料

蠅
取扱い

契約の更新

′ 比較的長期

′リース鮨間中IⅢⅢIⅢい●
′ 物件代金その他の費用が全額回収

できるように設定される

′
難型彎|す守:

′リース期間終了後、リース契約を更 ′

. 新(再リース)することができる。再
リース料は低価格となる。

38

:るもの。

/比較的短期(ただし、■地は除く)

●■Ⅲ的il姜書ス1轟お織由曇|
イ不特定多数の人に複数回賃黛するこ

とを前卿こ、投下した資金と諸費用が

回収できるよう設定される

質i借取引iして蚕計処逼|   . :

賃貸借期間終了後、同L条 件また

は新たな条件で契約を更新できる。

○

歯科保険医療における控除対象外消費税の補填状態
第18回医療経済実態調査、日本歯科医師含胃申連調査 (H22)よ り

襲顧鴛鮮雲鷲簿讐ギ響需2雪弩

料

１

贅

３

出整
一
。

員委

４

堀

２

との違い

診療報酎‖調査専門組織 ,医療機関等における
消費税負担に関する0科会資料

日本歯科医師会
平成24年 10月 31日

ギ ー
‐ ‐

一 砕
・

■
―

 控 除 対 象 外 消 費 税  ―
… =― =→ レ

(203%)



医療経済実態調査 控除対象外消費税算出②

o歯科医療機関の3015%は免税業者であるので

風算は,べて免税業者として算出した.

(曰歯胃●連 H22年分資料から)｀

●給与■の3%を交通■として諫税費用とした

(第60医療経済実態闘童から)

●潮btttOnは、免税業者においては、内税と
して計算され、消費税分も含まれる.

0その他の医業費用の064%を消員税課税対象

費用とした。(日歯青申連H22年分資料から)

●支ユ分消費税を保陵収入と保険外収入で捜分

レ、保険診燎に係秘 消費税すなわち控除対象
外消■Bl額を求めた.

0この結果、歯料の保険診猥に係る控除対象外

消n31は 2oαと,出される,

1  日本歯科医師瑚 E師■色申告会全国連3含
青色申筆を基本とする税務全般の構査・研究及●18導を行い、もって適正な申告と医離経営の合理安

定化に寄与することを目的に、都菫府県歯科医師口0申告会連合,を会員としζ 曰歯内に日本●科医
師会歯科医師青色中告会全口連3会 (日歯青申連)を組織し、■々の手率を実施している.

医業収益

医業費用

●医療経済実態調査においては

医業員用の内「その他の医業

費用」は、多くの項目を合算

した歓字で報告される。

0これらの項目に|ま課税扱い、

非課税扱い、その渥在のもの

が存在し、日本歯科医師含青

●連国査によれば、864%
が探税対,扱いである

0控除対象外消費税のle握 には

この「その他の医棄■月の内

訳の把颯Jが不可欠である.

x■●nm■は、免覆■者におい
ては 内税として■■され、消費
税分も0まれることから凛ll扱い
に分類

11利厚生1   土地資信料X

:蔽期● 圏囲願麗醸
輻 黎

籠
=保

朦料X

l■交離 |‐

日含彙X

●ll公暉X

鰊

］̈̈

甕1 鋼 0口E凛経着実態口菫より

第18回医療経済実態調査 (通年資料)から
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平成24年 10月 31日

中央社会保険医療協議会

医療機関等における消費税負担に関する分科会
分科会長 田中 滋 殿

社会保険医療に対ち 消費税の課税のあり方に関する検討の場設置
に関する意見と要望

診 療 側 委 員

今村  聡

鈴木 邦彦
′  西澤 寛俊

l   i   肝塩
_            森  昌平

このたび成立した消乗税増税法(社会保障の安定財源の確保なを図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 第7条第一号卜)では、
「医

琴
に係る消費税の繰税のあり方について摯、引き続き検討する」::れています。

これについて、当面、本分科会がその検制の場であるとの38識が事務局より示されま
りLしかし、本分科会の設置目的は、「診療報酬における消費税の取扱い」を検証

舞黛螺現席曇需艦席戦宮結」継嘗.ま

中医協診療報酬調査専門組織の本来的使命に照らしてみますと、本分科会で税
制のあり方について有効な結論を得ようとすることは難しいのではないかと思われま
丸 既に成立した上記法律の立法趣旨に則して、/31制 ああり方を議論するためには、

'税制の協議を目的とする、しかるべき新たな検討の場を設置する必要があり、その機
関にぉいて、議論を行うべきと考えますの■下記の要望をいたします。

記

社会保墜診療に対する消費税あ課税のあり方につ｀ヽて検討する場を、申央社

会保険撃療協議会と1湖じに設置すべきと考えま丸

上記の案件を実現するため、本分科会|とおいそ碁議されたうえ、審議結果を分科
会の総意としていただけますょう、お取り計ら0瀬いまれ

,                   以上

15000
保腱じ量●入 (万円)

〇 「

０
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24 11 28
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24 10. 31

(表 1)詢,14年 4月～24年 3月 Omに取褥された賣産の施設ごとの総取倒●圏吸び総件藪

※土地の取得|お肖費籾 卜露級であるため計上していない。

医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況把握に関する調査専門チーム

報告

平成24年 10月 31日

中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担に関ける分

科会において、医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況について、予備的調査を行い、

今後実施する本調査における調査事項の把握、課題の整理及び調査票・調査方法等の検討を行う

ため:医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況把握に関する鯛査専門チーム (以下「調

査専Flチァム」)力¶話された (男 1紙 :メ ンパー名簿)。

これまで、第 1回 (平成24年 9月 26日 )、 第2回 (同年10月 9日 ):第 3回 (同年 10月 24

日)と計 3回に亘つて議輪を行つたところ、調査専門チームとして、以下のとおり本調査を実施

するの力随当ではないかとの結論を得たので、報告するo

調査専門チームで|ミ 医謗犠関等における般備投資和 機況に関し、岬 等43施設 (病

院13施設、二般診療所10施設、歯科診療所 10施設、薬局10施鋤 の設備投資警卜ついて、

それぞれ平成23年度の固定資産台帳に記載されている平成14年 4月から刊或24年 3月 まで

の10年分のデータのほか、追加的に各I17~ 夕を収集し、以下のとおり、その趨勢の分析を

行つた。

1:総取得価額及び総件数で見た全11的な傾向 (固定責産台帳から得たデータ)

病院!は、一般診療所、歯科診療所及び薬局
2と 比較して、過去 10年間における総取側面額及

び総件数ともに圧倒的に規模が大きい (表 ll。 また、制院、一般診療所、歯科診療所及び剰局

のいずれにおいても、施設ごとの総取得価額と総件数には概ね比例関係があると言える状況に

なつている (図 1)。

: 病院においては、摯取得価額は、3施設が 1∞ 億円を超えるほか、ほとんどの施設が10億円以上であり、総

件鋼ま、最も多t¶圏助(3.338件、最も少ない鰊 も108件である。
2 -般診観菰 口科診療所及U悧局においては、総取得価剛よ、最も富額で約2億円、中心となるのは1,m万
円以上6鰤 万円未満であり (1∞0万円未満は7楓ω、総件数は、最も多し施殷で 187件、中心となるのは

10数件から60件ヽ魚 最も少ない施脚ま2件である。
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(図 1)施設ごとの総件数,総取鳴価頷0分布

過去 10年間1謝ナる責産の取得閃鼎こついて、1件当たり取得価額で見ると、耐 は、1

億円嘘 含め相対的に抑 高いものを多擦稽 る一六 総離隣uま相対的に少犠な6∞ 万

円未満のもの力動 を占めている。一般赫 歯科師 皮岬 は 1億円以上のもの

は薬局に1催 a00o万「Iロ ト1億円未満のものは歯科診療所に1件及び薬局に1件あるのみ
であり、病院と比較して取得個鰤の高い資産力沙 ない は口)。

なお、綱脚 こおける1件当たりの取得価額が1億円以上のものは、25億円り■30億円未満

が 1に 15億南以上20億円未満が3件.5億円以上10億円未満が 3件、1億円以上 5億円未

満力194件となっており、資達種別では「建物 く※)」 「器械備品 慾)Jに集中している (表 3)。

饉 a平成,4年 4月 -24年 3月 の間に取待され
…

分 (―件当たり取剛嗣Dごと̈ 状況 にO ll

= 病開こおしては、1件当たり1偉円以上の資産が総件数の0796で あるのに対し てただし,総取得価続ベース

では全体の4596m)、 1件当たりま海万円未満の資産が総件数の3896を 占めている。
| ―僣滲療所、書科い においては いずれの施殷もまЮ方冑未満の資底力鸞件数の 9096以上を占
めている。

3

餞 31平成14年 4月 ～平成24年 3月 に取得された階級区分 0件当たり取溜讚Ю ごとの■産の状況 (その21

11E対的に古頗な贅劇
=着

目)

※ 晴鴎励 には側嘔翻膚を、喘築物1に出
=摯

疇・倉庫等を、「器薇備品Jには医療用器機哺品とその他

●an品を含む.

※土地の取枷ま消中 であるため計上していない。

”
“
“
”
。

X」閣力取翔

…

であるため計上してt■ tヽ



3 貴産種別で見た傾向 (固定資産台帳から得たデ=夕 )

過去 10年間における施設ごとの設備投資等を固定資産台帳上の記載に応じて「建物篠)J「構

築物(Ю J「器械備品∝)」
「車両J「ソフトウェア」「その個 の資産種別に区分すると、病扉は、

いずれの施設においても睫物」「構築物」「器相備品」に大きな金額を投資しており、一件当

たり取得価額では「建物」の取得価勧 ヽ件数では「器構備品」の件数が大きくなつている:

=餃診療所、歯科診療所及び稟局1こおいては、「避物」「構築物Jについては相対的に大き

な金額を投資している施設と全く投資していない施設力堀在している。一方、「器械備品」に

ついては件数,金額にばらつき|まあるものの、どの施設も一定の投資をしている (表 41。

は 41¬口,4年 4月 ～平成24年 3月 に取,されは 自麟 1ことの糊

※ 躙勘加 には 颯ヽ設備を、「構動 には測諄略・2jl●を、増腑劇蔵駒 には印 甲器被備品とその1也

器劇蒲品at・ .

` 1勁■は、約4000万円～約62億円、42卜227儡 rll鏑物Jは、約160万円‐tb 3億 1m用 、1件

～27件。喘 価 Jは、|11.輌 万円～約76,7.500万円、284‐3191に
。 肺 Jは、最も高額働 1億 2.m万円、最も多い施設で23件。rHnJIょ 最も蔽 約990万円、

最も多ι施設で 14件.1謙備品Jは、42万円～的1億 ■41D万円、1件～156艦

5

4 社会保険診療 (調剤)収入と資産の総取得価顧との関係について (固定資産台帳から得たデ

ータ、総収入・保険診療 (調剤)収入のデニタは平成23年度分のみ追加入手)

資産の総取翻面額が社会保険診療 (調斉ウ収入に占める割合 (相対率)で線引きする考え方

(後述Цの1(2)参照)について議論があったことから、社会保険脈  (調剤)収入と資

産の総取価 関係について調査した。ここでは、資産の総取得価額については、総収入に

社会保険診療 (調剤)収入が占める割合 (刊或23年度分。以下「保―   (欄剤)収入割合J

という。)を乗ずる処理をした。

(1)平成 23年度の保険診療 (調剤)収入割合

病院、一般診療所、歯科診療所及U慄局いずれも概ね 80%台以上であり、特に薬局は

平均値が98%と ほぼ1∞96に近くなっている (なお、一般診療所の中には、保険診康て調
剤)収入割合力報対的に燿い施設がある。)(表 6の「B■ A」 の欄参照)。

(2)資産の総取得価額が社会保曖診療 (調剤)収入に占める割合 (相対率)の過去 10年の
「平均働

過去 10年間の資産の総取得価穏の社会保険診療 (翻剤)収入に対する割合の「平均画

を見ると、資産の総計では、病院及び歯科診療所は45%前後、一般診療所及び卿寄は296

前後となつてしる。資産の種別ごとでは、病院:歯科診療所及び薬局は鴨物り及び「器

嬌備品ュ0割合力鯛 対的に大きく、一般診療謝ま嚇 備品Jの割合力鴇 対的に大きい (豪

5)。

(3)資産の総取得価額力鼈 会保険診療 蜘 収入に占める割合 鯛 対率)の過去 10年の

「
-1
過去 10鋼間の資産の総取師 社会保険診療 (調剤)収入に対する割合の「年次推

税 をそれぞれについて見ると、以下のとおりである (図 2～図 5)。

・ 病院は、総計で「よ 年度によっては 50%に達するものがある一方、10%以内に収まっ

ているケースが大半を占めている。印麟勿Jのみを取り出した場合には、40%に違するも

の力
'あ

る一方、5～10%以内に収まるケースが大半であり、「器械備品」のみを取り出し

た場合には、2096に運するものがある一方、5%程度に収まるケースが大半である(図 2)。

・ 一般診療所は、「建物Jについての投資があつた場合には全体の率が30%程度に跳ね上

がるケースがあり、また、「器械備品」に対する投資により15%租賞に〕ぬ上がるケース
があるが、全体的には 10%程度に収まるケースが本半である (図 3)。

・ 歯科診療所は、「建物Jを新築したケースが2件ほどあり、振れ幅力吠きくなうている
(図 4)。

・ 薬局は、「建物」についての投資があった場合に比率力憫株止 がっているが、全体的に

は5%程度に収まるケースカ状 半である (図 5)。

X土地の取得|お肖贅税非鱗■であるため計上していなしヽ



(裏 51輌■23年度の畿収入及び社会保険鰺療 (脚 は と、平成14年 4月～硼■24年 3月 に取様 雄 資産

■別ごとの投資鶴との関係 (その1)

Xrmjに は
'日

腱●を合
^rIH●

8jには国口哺●機●品とその他
=様

備昴を含む.

※土地0取翻お肖驚幅臨 であるため計上していない.

X控除対ユ郷肖彙税の状況を把饉するに当たり、当麟彙産の用途について、消彙税がJ月暉税である社会保

険鰺燎 0り0の場合と、その他の線■されるサービスの場合とを区分し、後枷
=係

る投資麟部分を除く

必要がある。このため、年間平均とするため!0年分●取締饉鶴紹饉を10で lllつた上で、総収渕二社会保

険鰺凛 0田

"収
入が占める割合 〈保擦め御収入mを 果した。

(図 2)社会保険診療蜘 こ占める投資の割合の推移 G翻
※訥■23-      (口坤D ILAに対する書 動 割合。投資卸よ 節 取,国薗こ保

「‐ ●卸 収入宙合
=彙

したものとした.以下回5まで同じ.

X■■0取翻ま消費税J― あるためtt■していない.以下口0まで同じ.

(□ 3,社会

…
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5 その他の留意点等 (固定責産台帳から得たデータ、追加メニ したデータ)

(1)リース契約や貫貸釧 、建物等の昭 や、30万円以下の少額な資どについては、会計

上「固定資産Jではなく、経常的な「費用」として処理する場合がある。リース及U鮮リー

ス契約、買貸契約の契約総額の資産の総取得価翻 こ対する割合は、特に一般診療所及び薬局

において非常に高くなっている (表 6)。 他方、修経費や少額資産の r費用」処理について

は、資産9総取翻面額の概ね1%未満となつている (表 7、 表 8)。 ただし、リース契約及び

賃貸契約の総額については平成24年 9月 26日現在で有効な契約に係るもののみについての

データであり、修織費及び少額資産については、過去3年分のみのデータであることに留意

力泌要である。

' 融 得価菫に占めるリース馳 び再リース契約の平均割合は、― U噛科診線所う喘 5%、 ―脚 鷺が

約 18%、 卿ら力節 1596.■貸僣契約の割合は、蘇院力

"296、

一般わ劇囁がt118%、 歯科診療所が約 111、 薬

局力約 200%側らは、■贅借契約全期間の■貸料を―橋してまヽ しているものを合んでいる)。

' 総取得価顧に占める「費用 処理したケースの契約金額の平均割合は、病院が03%、  Pn診燎断が0191、

歯科膝療所が0796、 薬島が10‰

= 総取得価画こ占める rmJ処理したケ■スの中 均割合は、制 Ql%、 ―艘

“
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餞 6)リース契約及U曖貸動

■設問 :平成24年 9月 26日職 貫蛍製胸やリース契約により保有している土地 (Ю・建物・物品で、固

定資産台側こ掲載されてし弯 いものがありますか。ある場合、その群細についてお答え(ださい。

※土地の取捌お肖壼期認 であるため集計から1溝いている。

■回答状況 (o:諄当あり、X:該当なし、一:未回勧

融
|)認瞬綺1組 1臨欝翻

一腕
船
¨

俵 7)費用処理 健物・付醐 薦のmの 状況

口設間 :羽唸21年 4月～平成24年 3月 までの期間に行つた建物及び付属設備責産に係る機腱のうち、減価

償却せず (固定責産台幅に掲載せめ、経費処理したtJのがありますか。ある場合、そのAIBにつ

いてお答えください。

■回答状況 (O:該当あり、X:該当なし、一:未回答)

襲蒲延屯liケ ■え
全贅だ0咋分)の

取得僣ま ll
く0早かの契詢全晏 1 件Ik

師 ス
1露1輌u

脚結̈



(表 8)費用処理 (少額資口 の状況

口訓問:建脚 設間で回答いただいたものを除き、平成21年 4月 t平成24年 3月 までの期間に、本来、

固定資産として計上すべきもののうち、税法の優遇措置その他の理由のため、緊入時に費用処理し、

固定資産台帳に記菫していない資産がありますか。ある場合:その詳細こついてお答えください。

■回答状況 (0:該当あり、X:該当なし、一 :未回答)

腋1辮 響 '・
籠 1箋

罐。。
宮

°MIIil

(2)国や地方自治体等からの補助金の状況について調査したところ、補助金を受けた施設は

病院に多〈、当該施設における資産の総取側面額に占める補助額の害1合は50/1未満のものが

多い。回答のあつた全ての施設の資産の総取衛面額との関係では、病院が3.4%であるほか

: は、いずれも1%未満である。

(表 9)補ゆ金の状況

■調間 :平成 14年 4月 ～平成24年 3月までの期間に、補助金を利用して取得した資産がありますか。ある

場合、その群細についてお答えくださし、

■回答状況 (0:該当あり、X:該当なし、一 :未回答)



(3)現物寄付を受ける形で取得した資産について調査したところ、該当する施設は病院に 3

施設があるのみであり、総取得価額に占める該当資産額の割合も病院が0.1%と なつている

のみである。

餞 10)現繊時付の状況                           '
日設間「 刊成14年 4,～平成24年 3月までの期間に、固定資産の現物癬付を受けたこと力`ありますか。あ

る場合、その群細についてお答えください。

日回醐   (0:醸当あり、X:該当なし、一:未田

(4)同 じ種,1の資産であつても、施設間で、取得時の購入価格 (単価)の水準に差異がある。

過去10年間に新築した「建物」にういて調査したところ、そo用途は病棟、職員宿舎等様々

であるが、平米単価は約12万円がら約36万円まで幅がある。

(表 11)建築当面の状況 (過去10年間に新築した建物があるかどうか)

椰 :平成14年 4月 年平成24年 3月 までのWEnに、新築した建物資産がありますか。ある場合、その群

381こついてお答えくださしヽ

口整当量J里2饉錮

贅層名称 取得年月
取得個籠

(円 )

工軍契詢全繋
(円 )

CAl

当骸建梅のlll用 目的

当骸建物
のい 採
面機(r)

{Bl

r単伍
(円 )

(ハ■(日 )

健晨営電センター 2∝鴻増 月 10414264 101,4264 挨至 趣

cu ccu 2u10蜘 11156250 1l κ60250 属株 未回薔
職員欧 室 2鰤網 23180,783 23039′ 83 更喪室 未回答
診療局 2α埼年3月 6719186 0719110 事務室 未回答

附風僚螢Gェ李 20“
=0月

,00077● 48 i00177148 香熙 lTL、 ■肪 ● 72C 150562

授和ケア属係 2111213月 557J10490 557110490 属瞑 1,06 320016
pET魚 20の年3月 488■ 52104 4日8352404 PETセ ンター 1109 304799

社宅 200646月 7002460C 78,24oЮ 社宅 未回答
議紐,ア網縣 2007璃 員 326150颯 7C 3鶴 150370 嬌凛 100Ю 321,レ

目館 20C6■ 月 4,4146眩 09 4β70,205脚 薦院 13357 327,9C

RA宿會 2010=o月 194β 4416C 104644=1∞ 眉舎
.

124,98

診鷹所用建物 2005年 4月 21′96273 21296′ 73 診百所 202.4“

迅楠診層所部分 2111115月 61271103 0127!β 00 診痺所 383′ 7(

診療所標 2010年 4月 22.523500 21315饉 診膚所 106 20!00,

店曽 2∞2コ 0月 26j3,5,197 26β 1510, 店餞 175■ 95

新栞(移輸 2αX45月 1054●5150 1に46515C 未回答 0“』47
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1「高額投資」の範囲について

(1)1件の取得価額 (絶対額)で線引きする考え方について

① 「高額投資」の「高額」のイメージについては、例えば5億円以上の資産、というよう

な形で、1件の取得価額 (絶対額)で線引きする考え方があるのではないか。

② 「絶対額」で線引きする考え方に関しては、単に取得価額だけではなく、対象となる資

産についで、                、

・資産種別 (固定資産台帳上の「建物」「器械備品」などの区分)で限定する考え方や、

・資産の機能、内容 (特定の医療機器なわ で限定する考え方や、

・資産の耐甲年数で限定する考え方

などがありうるのではないか。

③ 建物や医療機器等について、標準的な価額を設定し、それを何らかの対応をする上での

上限とする考え方があるのではないか。

④ 絶対額で線引きする考え方に対しては、‐般診療所や歯科診療所においては数百万、数

十万レベルの資産も「高額」とo受け止めになるのではないか。

(2)資産取得総額が社会保険診療 (串剤)収入に占める割合 (相対率)で線言lきする考え方に

ついて

① (一般診療所や歯科診療所においては数百万、数十万レベルの資産も「高鈍 との受Iナ止

めになるのではないか、との認識から、)ある年度の資産取得総顧い鼈会保険診療 (調剤)

収入に対する割合が二定水準を超える場合に措置の対象とする、というような、「相対率」

で線引きする考え方があるのではないか。

② (①の考え方に関して、)病院、診療所といつた施設の類型によって費用構造力吠きく異な

るため、施設類型ごとに異なる率で線引きする、という考え方がありうるのではないか。

③ 相対率で線言|きする考え方については、「高詢 という言葉の理解の仕方として、一P.Q国

民の感覚に合致するのかどうか。

固定資産台帳上把握不印能な「投資的」経受についで

今回の予備的調査は、基本的に医療機関等から提供を受けた固定資産台帳上のデータに基

づいて行つたものであるが、例えば

,医療機器等をリースや賃貸で保有している場合のリース料、賃料

・建物の修繕費

17

・ 額 が ′1ヽ い 投 資

については、必ずしも固定資産台帳に計上されず、「費用処珀 されるケースがある力ヽ こう
′ したケースを「高額投資に関する措動の対象とするかどう力ヽま検討力泌要なのではなし

"ヽ

。

※ 上記の投資的な経費が、固定資産台帳に計上されている資産の取得価鶴畑額との関係

で、どの程度の規模となっているかについて把握するために、別途の調査を行つたとこ

ろである (調査の結果についてlよ 上831の 5 (1)を参照)。

3 補助金や現物寄付により取得した資産について

補助金を受けて購入した資産や、現物寄付により取得した資産については、該当部分につ

いては医療機関等に消費税負担が発生しないはず。

※ 補助金や現物寄付の額が、資産の取得価額総額との関係で、どの程度の規模となつて

いる力ヽこついて把握するために、別途の調査を行ったところである (調査の結果につい

ては、上記 Iの 5 (2)及び (3)を参照)。

4 調査専門チームで認識された論点(医療機関静における消費税負担に関する分科会又は社会保:

障審議会医療保険部会での検榊 定されるもの)

(1)高額投資の対象範囲を特定するための線引きを、1件の取得価額の絶対額で行うか、年間資 :

産取得総額の社会保険診療 (調書1)収入に対する割合で行うか:

(2)高額投資の対象範囲を、資産の種舅1や機能等に着目じて特定すべきかどうか。  ‐   I
(3)嵩額投資の対象範囲を、資産の種別中 に着日して特定するとした場槍、その価額に関

して、標準的な価格を何らかの形で設定し、それを上限として対応するかどうか。     :
(4'施設類型月1〈病院、二般診療所、歯科診療所、来局)で区分して対象範囲を設定するかどう

1  か 。

1(5)固定資産台帳に計上されず費用処理されているリース契約、賃貸契約、修繕及び少額資産を

:  どのように取扱うか。

2



Ⅲ 調査手法 (鋤   ´
~           ¨

敵 」の対象範囲については様々な考え方があり得るところであるが、今後行う本調

査においては、今後の医療機関等における消費税負担に関する分科会等における「高額投資」

の範囲についての議論のベースとなるデータを、できる限り幅広く把握すること力鉢来的には

求ぬられている。他方、調査項目が多くなり過ぎると、調査票へあ回答率が低下し、十分な回

答数を得ること力tできなくなる恐れがあるo

以上のような制約があることを踏まえ、調査専門チームとしては1以下の手法により本調査

を実施すべきではないかとの結論に至った。

1.調査データ入手方法

□療機関等に対して、C直近の事業年 (度)に係る固定資産台帳のデ‐夕、②朝査票に対す

る回答、の提出を依頼する。

固定資産台帳のデータから得られる情報は本調査の受託業者が整理・■ltすることとし、本

調査において必要なデータはできる限り固定資産台帳のデータから入手する。医療機関等に対

し回答の記入に係る作業負担を求める調査票で取得する情報は、固定資産台帳のデータからは

得られないもののみに絞り込む。

2.調査項目

(2)調査票で取得する情報

① 基本データ (「開設者」の種別、「開摯 更の状況」、「病床の状況」等のほか以下の墳目)

② 設備投資の状況

該当する金額の比率が71ヽ さいため本調査では対象としない項目

社会保険診療 (調斉1)収

機

(直近の3事業年度)

・「高額投資」を特定するための線引きが、社会

保険診療 (調剤)収入に対する資産の総取側面

額の割合とされる可能性があるため。

・保険診療 (調剤)収入割合を算出するため。

総収益額・医業収益額

(直近の3事業年度)

保険診療 (調剤)収入割合を算出するため。

(1)固定資産台崚で取得する情報

喘額投資」ρ対象範囲につぃて、単純に責産

の総取得価額によつて「区分」することの是非

が障晴される可能性力%るため。

階級区分男1の資産の取

得価額価去 5年の年度

男1)

喘 額投資Jの対象範囲について、社会保険診

療 (調斉0収入に対する資産の総取倒面額の割

合によって「区分』することの是非が議論され

る耐 震勧くあるため。

「高額投資」の対象範囲について、固定資産台

帳に記載されている資産種別に着日して「区分」

することの是非が議論される可能性があるた

め。

資産種別 (Ю ごとの資

産の取得価額 (過去 5

年の年度別)

※嘲 腕 rI物「蹴 詢

「ソフトウェアJ等

「高額投資」の対像範囲について、固定資産台

帳に記載されている耐用年数に着日して「区分」

することの是非が議論される可能性があるた

め。

医療機器等の分類ごと

の資産の取得価額 (過去

5年の年度別)

「高額投資」の基準を設ける際に、医療機器等

の分類に着目して「区分」される可能性がある

ため。

新築した建物の平米単

価等 (過去 5年の年度

男1)

建設費について、標準的な価格を設定し、対応

の上限とする考え方があるのではないかとの意

見があつたため。

り‐ス契約・賃貸契約に

より保有する資産のリ

=ス料・賃貸料総額 (過

去5年の年度別)

固定資産合帳上把握不可能な「投資的」経費に

ついて、「高額投資に関する措置」の対象とする

かどうか検討力泌要なのではないかとの意見が

あったため。

固定資産台帳に計上さ

れていない建物・付属設

備修繕の契約金額(過去

3年の年度別)

固定資産台帳上把握不可能な「投資的」経費に

ついて、「高額投資に関する措置」の対象とする
かどうか検討が必要なのではないかとの意見が

あったため。

補助金を利用して取得

した資産の取得価額・捕

助額 (過去 5年の年度

Яl)

消費税の実際の負担額を明確にする観点から、

補助金を利用して取得した資産についての対応

に関する議論があつたため。

(蓋卜早争)

固定資産台帳に計上され

ていない少額資産の取得

価額

会計上「費用処理」されている少額資産についての対応に関する

議論があつた。

現物寄付を受ける形で取

得した資産の取得価額

消費税の実際の負担額を明確にする観点から、現物寄付を受ける

形で取得した資産についての対応に関する議論があつた。



3.調査対象及び客体数

(1)調査対象

社会保険による診療・調剤を行つている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬

局を対象とする。

(2)客体数

病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局それぞれ約 1.000施設程度、合計約 4,000施

設程度に依頼する。

4 調査方法                                                         ´

(1)固定資産については、直近に終了した事業年 (度)の固定資産台帳について原則■クセル                   ◎石井 孝宜  石井公認会計仕事務所
形式での提出を求め、過去5年のうちに取得した固定資産を抽出する。

(2)その他の調査内容については、調査票による調査とする。                                  伊藤 数馬  虎の問病院事務部長           ´

伊藤 伸…  日本医療法人協会副会長
5.集計

ァータの集計については、「高辮 資」の範囲についての様々 な考え力鏑 じて、線 とな              _     加藤 進治  パナソニツク健保組合常務理事

る投資の件数ベースや金額べ,スでの比率を把握すること力悩哺ヨこなるようにす以下のとおリ
、                           近藤 正明  アーツ税理士法人

の集計を行う。

(1)取側面額による階級区分月りf鋼握                                        中村 勝文  日本歯科医師会税務委員会委員長

① 単純に取矧面額のみに着目した集計 (表 1(2司・表2(3頁 )のイメージ)

西日 大介  西日/AN認会計士事務所
② 建物、働 器械備品等、資産の種類別の集計 (表 3(4頁 )・ 表4(5頁)のイメージ)

③ 耐用年期 Jの集計                                             =卜  裕司  日本医師会常任理事          '
0医療機器・調剤用機器・医療情報システムの分類別の集計

.   (2)施設単位での年度ごとの資産の総取得価額の社会保険診療倒脚 )収入額に対する比率を、

「HL級区分別にIB握                                                                         (◎ :チーム座長)

(3)リ ース契約・賃貸契約の状況 (表 6(11頁)のイメージ)

(4)費用処理されている建物等の修繕の状況 (表 7(12頁)のイメー功

(5)補助金の状況 (表 9(14頁 )のイメージ)           、

(6)建築単価の状況 (表 11(16頁)のイメージ)

6 スケジュール

(1)調査開始時期 :平成25年 1月 中旬目途

理 由】厚生労働省と受話業者との契約に係る諸手続き (外部審査含む)に、最短でも本年 12

月中旬頃までかかる。また、年末を控えた時期の調査票等の発送は、受け取る医療機関

等側の負担となるほか、年末・年始をまたぐことで回答率が低下するおそれがある。

(2)受話業者から厚生労働省に対する報告時期 :平成25年 3月末目途

【理由】¬成25年 1月中旬までに調査票等を発送、医療機関等における回答作成作業等に3週

間程度、医療機関等からの回答等の提出を受けて受託業者が行う整理・集計作業に2か

月弱程度を想定。

21                     ´

回

医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況把握に関する

調査専門チームメンバー名簿
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診調組 税-2-2改
24. 10 31

第1基本デニタ

1:貴施設のJ3設者 (平成24年0月 ●日現在:敵当する番号を記入してください。)

1日立  2公 立  3公 的   4社 会保険関係 5医療法人 6社会医療法人

7個人 8会 社法人 9私 立学校法人 :10社会福祉法人 11その他の法人

※ 1日立 :独立行政法人、日立大学法人。

2公立 :都道府県立、市町村立、地方独王行政法人。

3公的 :日赤、済生会、北海道社会卒業協会、厚生運、国民健康保険団体題合会.

4社会保険関係  :全国
講盛員籍

協会連合会、
醜

口
:船

員保険会,健康保険ta合 及びその連合含、

5医療法人 :医療法第30条の規定にもとづく医療法人。ただし社会E藤差人は除く。

6社会医晨法人  :匡禁法第42条の2の規定にもとづく医療法人.

8会社法人 :会社法第2条,1■の規定にもとづく会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社).

9私立学校法人  :私 立学校法第3条の規定にもとづく私立学校法人

lo社会福祉議人  :社会福t■寇第22彙の規定にもとづく4t'福祉議人

※許可病床数は、医療漱の規定に薔づき使用辟可を受けている病床数を記載してください。

※届出痛床馘は、保険医療機関として地方厚生員長年に層け出ている病床数を記菫してください。

6経理方式 (餞当する番号を記載してください。)

:税込  2税 抜   ※次東以降で回答tヽただく奎麟年は、選択した経理方式に従って記載してください。

医療機関等の設備投資に関する調査

調査票(案 )

(提出期限:平成25年〇月0日 )

酢 舗 孵 靡 騨 鍛 躙 翻 踏 ≧l轟 野 足撻 讀『
'医

療県険、翻 高齢者医療制度に係る支払■金・

:21関 臓者変更め状滉:,(臓当がない場合は記載する必要はありません。)          ｀ ■,|'「

・平成18年4月 ん平成24年 3月 までのrBlに 、開設者の変更力くあつた場合、その年月   l平成 1   年i   月

・従前の開設者

1 国立 2公 立  3公 的   4社会保険関係 5医療法人 6社会医療法人

フ個人 8会社法人 9私立学校法人 lo社会福祉法人 11その他の法人

施設名

記入者氏名 :口署 |

連絡先

電括晉詈
警 ●=   _       二       て内餞    )

FAX番号

e―m翻 ◎

31病束の状雅 (剰目の方は記職するら喪I=ありませ腋 )■
‐1 ‐ ■       (平成24年 0月 0日昴在)

一般病床 療養病床 精神神病床 結核病床 感染症病床 合  計

許可病床数 床 床 床 床 床 床

l(うち)介

`量
曇菫E薇鷹量分 床 床 床

届出病床数 床 床 床 床 床 床

6収益 (金額を記載してください)

前々々事業年(慶 ) ll々 事来年(底 ) 1喘3三量程臀
)

総収益額 1円 円 円

医薬収益猥 1円 円 円

社会保険わ薇報鋼 (保隕躙剤
'収=顔(最奢■担會む )

:円 円 円



第2設備投資の状況

近の5事業年(度 )中 に取得し、かつ取得価格が次の金額以上の機器がありますか。ある場合、そ

固定資産台帳上の情報を記載してください。整理番号について、台帳上記載がない場合は「―」を記餃して

ください。

●「医療機器」の場合:当骸機器の機器分類について、別添の「医療機器分類表」から選択し、該当する
コ

躙 :墨卜場 合は 、当該機 器の一 般 的名 称又 は」MbNコー ドを記載 し、一般 的名称 及びJ

I蜘趨謝毒罐賊3竃難繭撫F鶉
分胸叩医

,情
報シ

取得価額については、第1基本データの5て選択した経理方式に従つて記載してください。

取得方法について、以下の選択肢から選択し、該当する番号tra載 して〈ださい。

1 購入 2リース契約 3そ の他

口 なし(なしの場合、口を■に変えてください)

※2固定責産台幡上の情報を記颯してくたさい。整理番号について,台帳上記載力崎い場合は「―Jを記載してくださぃ

舞]阜
督爵漂 翻 綿 雰語黛轟臨翼 轍 奮背

霊乱
“■

鴫

2検査・診療棟
3その4・L

※

※

　

※

※

※

る場合、その詳細について以下の表にご記載ください

固定資産台帳に掲載されている医療機器、調剤用機器及び医療情報システム用機器のうち、直

口 なし (な しの場合、口を口に変えてください)

必要に応じ行を追加して〈ださい。



ありますか。ある場合、その詳細について以下の豪にごIE載ください。

なし(なしの場合、口を目に変えてくたさぃ)

固定資産台帳■0情報を記載してください。整理番号について、台帳■8己載がない場合は「―」を記
"し

てくださ
い .

取得価鎌、補助饉については、静1基本一 の5て選択した経理方式に従つてra載してください。
(税抜きの補助額が不明の場合、受領した額に105分の1∞を彙して四措五入した額を記載してください。)

まを         に
"■

よその頒測ま―般的名称割こつ

なし(なしの場合、口を目に変えてください)

あり(ありの場合、日を日に変え、以下の表にご記載ください)

※2否
l襲Tξ当整電懇:譜曇監賞異饉割|=轟課撃雪お百ぜ麟開斃懸融 機11浜籠首R:と

※00r医療機器Jの場合:当 餞機器の機器分類について、別添の「医療機器分類表」から選択し、該当するコードを =
記載してくt塾い。

鑑 よ疑撃輛編乱鋼電習電言麟盤譜 騒崎
」MDNコードをta■臥―勘絲及びJMDN

: 昌M、肥」昴l舅¥籍岬彗襲鶴t裂殿Ψ剤
継粉躍J及び魏榊システム

※43蘇客

`准

潔製離鳳ιモ紺
からの明細ならりら加こならない期については、断の3つ

塁塁 魏 繋 習 朧 朧 糀

=ギ

灯
な 構 厳 施測

=代
わつて胴入しよ0婿入額桐 程4っリース料

□

ロ

必要に応じ行を追加してください.



(月 1,恭 )

産台帳に掲載せず)、 経費処理したものがありますか。ある場合、その詳細について以下の表にご
記載ください。

口 なし(なしの場合、口を目に変えてください)

※2金額は、第1基本データの5で選択した経理方式に従つて記載してください。

O医療機器分類表

画像診断システム

画像診断用X線関連装置及びFB具

コード 分類名 (参考)具引
1 診断用X線装置

2 歯科用X線装置
3 医用XttCT装 置
4 診断用核医学装置及び関連装置
5 磁気共鳴画像診断装置
6 診断用X線画像処理装置
7 主要構成ユニット

8 その他

医用検体検査機器

コード 分類名 (参考)具体例
11 亀査用核医学装置

医用検体前処理装置
血清検査装置

尿検査装置

その他

治療用又は手術用機器

コニド 分類名 (参考)具体例
歯科用ュニット及び関連器具

その他

その他

コード 分類名 (参考)具体例

生体現象計測・監視システム

処置用機器

施設用機器

主体機能補助,代行機器
鋼製器具

家庭用医療機器

その他



(別 添)

0調剤鳳機器分類表

※本調査票における「調剤用機器」とは、鯛剤業務に必要な機器を想定しています。

分類名

栗袋発行機

1調剤監査システム

電子藁風

34 分包機 (散剤、錠剤、水剤等)

全自動錠剤包装機

1台 (掟剤、水割、散剤、調剤棚等)

クリーンベンテ(安全キャビネット等)

その他憫剤用機器.設備

※相螺における曜鯖報システム用翻」とは、
霧響黎ヒ解繊鷲請あ羨塞認巖暑震力瞬 、オーダリングシステム等の医療事務や診療を

'有するコンピュータ、運用て患者の情報を閲寛・取得するよう柏 ンピュ‐ や携帝端末、患者情報が通信される院
内・院外ネットワーウ用の機器を想定しています。

⑨



社会保障の安定財源の確保等を図るrit制 の抜本的な改革を行うための消費税法の二部を改正
する等の法律 (平成24年法律第68号)     .

中医協 総=4参考資料

2 4_ 1 1  2 8

第7条第一号ト

医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分し
て措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度にお
いて手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担につぃて、厚生労働省におし`て定期的に検証を行う場を設
けることとするとともに、医療に係ぅ消費税の課税の在り方については、引き続き検討する。

第7条第一号口        ｀

督酒曇l馨鷹霧見竃ユ翼£亀淵 辮 を
1飢て 財ヽ源の瞳

甘
象範囲の限な 刺 澪 業者の

青
務

社会保障・税一体改革に関する三党実務者FED会合合意文書
(平成24年6月 15日 民主党・自由民主党,公明党)

税関係協議結果
政府提出の税制抜本改革2法案については、以下のとおり修正・合意した上で、今回会中の成立を図ることと
する。

O第 7条 (消費税率引上げに当たっての検討課題等)について

'医療については、第7条第1号へに示した方針に沿つて見直しを行うこととし、消費税率(国・地方)の色%への
引上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担について、医療保障制度において他の診療行為と区分して適
切な手当を行う具体的な手法について検討し結論を得る。また、医療に関する税制上の配慮等についても幅
広く検討を行う。

※ 3党合意による衆議院における法案修正により、①医療機関等の消費税負担に関する規程の条文番号
が 「第 7条第一 号へ」か ら「第 7条第一号 卜」にずれ、②第 7条第

二
号 口として複数税 率導入 に関す る

検討規定が追カロされた。           1

対応のイメージ

医
り

';モ
費

平成元年、9年
の対応

今回の増税
に伴う検討

医療機関の仕入れ

材料等の消費税
負担がある仕入れ

高額

設備
投資

人件費等の消費税が
かからない仕入れ

診療報酬で措置

材料等の消費税  |
負疸ぶおど任■乳 1肇婁

人件費等の消費税が
かからない仕入れ

高額な設備投資は重点的に対応


